
毎年２月は化学物質管理強調月間です

始まっています！新たな化学物質管理

新たな化学物質管理 🔍検索

職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図る

とともに、化学物質管理の定着を図るために創設されたもので、厚生労働省と

環境省が連携して取り組むこととしています。

Q  化学物質管理強調月間とは

令和６年４月に施行された自律的管理を基軸とする化学物質管理は、事業場

の規模や業種に関わらず適用され、これまで化学物質の管理の経験が少ない業

種、中小零細事業場に対しても広く周知・啓発する必要があるからです。

Q  なぜ創設されたの！？

厚生労働省では、化学物質管理に係る広報資料等の作成、配布による周知・

啓発等を行うこととしています。事業者のみなさまにおかれましては、右の

リーフレット（ケミガイド）等を参考に、化学物質の適切な管理に向けた取組

をお願いします。

Q  具体的に何をするの！？

ケミガイドのHPはこちらから
岡山労働局労働基準部
健康安全課
電 話：086-225-2013

ケミガイド 🔍検索
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